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第21章　　社

健康保険

健康保険は昭和2年以来実施されわが国社会保障制度

のうちもっとも古い歴史をもつものであって、この保険

事業の運営は政府がその事業体となっているものと，市

町村がその住民を対象にして行う市町村常の国民健康保

険のほか．会社、工場、銀行等の民間団体がその従業者

を対象とし厚生大臣の認可を得て行ういわゆる健康保険

組合管掌のものの3種がある。

近年産業経済界の発展ならびに国民意識の向上ととも

lこ社会保障制度の重要性が認識され．健康保険の加入利

用は増加の一途をたどり今後もさらに増大することが予

想される。本府における昭和38年度の健康保険事業の概

況をみると、まず政府管掌のものの年度間平均では，適

用事業所は5万2千、被保険者は134万人で前年度に対

しそれぞれ4．5％、2．4％の増加となり，給付面ではその

件数は1．124ガ4千件，金額は約212億日となり，前年に

対しそれぞれ5．6％、19．0％の増加となっている。

なお給付状況を被保険者と被扶養者とに分けてみる

と，被保険者は約679万件、179億円の給付をみており．

被扶養者のそれにくらペ件数では約1，5倍、金額では約

5．4倍の割合になっている。

船員保険

この保険は、船員のために昭和15年から政府管掌によ

って実施され．健康、厚生年金失業保険を合せた総合的

保険制度となっている。

昭和38年度における軒下の事業概況をみると、被保険

者数は約1万4．700人、給付件数は約10万7千作と前年

度にひきつづき1．6％．2．3％の減少を示しているが、給

付金額は約3億1千万円となり29．9％と大幅の増加を示

している。

厚生年金探検

昭和17年から政府を保険者、会社．工場，商店等の雇

用者を被保者として実施されている保険で、老令、障害

遺族年金等が給付されるようになっている。昭和38年度

A
コミ 保　　障

における事業概況をみると、適用事業所数は年平均5万

7千で被保険者数は約205万人と前年度に対しそれぞれ

5．5乳　5．8％の増加となっている。

また給付状況では、その件数は17万3千件、給付金親

は16位8千万円で、前年度に対し7．5％．8．9％の増加を

示している。

国民年金

国民年金は昭和34年に施行された制度で、較後におけ

る人口老令化のすう勢．家族制度の変貌（ぼう）等によ

り、従来公的年度制度の適用外にあった一一般国民の老

令、廃疾および死亡によって生活がそこなわれることを

防止するために必要な年金の支給を行うものである。こ

の制度は国民の拠出によって運営されるものであるが、

補完的趣旨から制度開始以来無拠出の福祉年金のみを支

給してきた。しかし昭和36年4月から保険料の徴収が開

始され本制度はそれが全面的に実施されるに至ったので

徐々に拠出制年金の支給が比重を高めている。

昭和38年度末における福祉年金の受給者数．支給裁定

額は前年度に対し10．6％、17．1％と大幅なのびを示し、

年金種別でみると総数の87％弱が老令年金受給権者で占

められている。

失業保険と労災保倹

両保険とも政府が保険者となって昭和22年から実施し

ているものであるが．適用事業所数および被保険者は毎

年増加の　一途をたどっている。

失業保険の給付状況は初回受給者が前年の21％増の9

7才4千人余りとなり、保険金受給実人員（出頭数）は52

万7千人、給付金領は61低8千万円と前年度に対しそれ

ぞれ23．4軌　38．0％とともに大幅な増加となっている。

一一一ユ「労災保険は給付の件数ならびにその金線は、新規

災害者の増加二おりませて年々増加し．昭和38年度中に

は約33万9千件，41億2千万円となり前年度に対しそれ

ぞれ6．7％．17．8％の増加となった。

保護費支出額の扶助別割合

施設委託事務費（3．8％） 第9・10麦参囲

共同募金の募金額と配分額　削4表参照

募金額の割合　　総疇1仕2千万円

▲0　　　　　20　　　　　30　　　　　40　　　　　50　　　　　60　　　　　70

記分額の割合　　総嚢1壇500万円
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第，表　　　　　　　船　　　員　　　保　　　険
本豊住各年度末現在の数字である．船員免験は政府管掌であって、抜保険者は船員法第1灸の規定する船舶に乗組む船員

1．　実　　施　　状　　況
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第4表　　　　　　厚　生　年　金　保　険
本熱i各社会保険出張所よりの報告にもとづいて作成されているもので．この保険は5人以上の従業者を有する厚生年金法第

川条に指定された業種の事某所lこ適用される．なお本表の各月の数字は3カ月ととにその月分を掲鼓し他月は省略、給付は各年
度中のものである．
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第1表　　　　　　政府　管　掌健　康保　険
本義は社会保険出張所の報告にもとすいて作成したもので．この保険は原則として5人以上の従業者を有する法令1こ定められ

た事業所に関するものである．表中各月の計数は省略し．3カ月ごとにその月分のみを掲軌なお平均縁隼報酬月額とはだ康保

険法第3灸lこ規定する各等級の（25等級）傑準報酬月掛こ、その等級に該当する人員数を乗じてt総被保険者数で割ったもの・
給付は各年度中のものである。

1．　適　　用　　状　　況
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第11表　　　　　　内　職　あ　っ　せ　ん　状　況
各年匠は12月中、但し36年度は年度末または月中のものである。
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第9蓑　　　　保護世帯の労働類型別世帯数
本妻は生活保護法lこよる披保護世帯に関するもので、各年は12月末現在の実数各月はその月中に尿策を受けたものであり他

月は署略してある．なお、穏数にIi保護を停止中の世帯が含まれているため内訳の数とは一致しない。

世　帯　主　が　働　い　て　い　る　世　帯　空軍まき享璽ヒ

計

働いている
ていないが世　いない世等
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第12表　　　　社会福祉施設数・収容者教
本表は生活保護臥児童保護法等によるもので各年とも12月末現在のものである机児童相談所は12月中の受付件数

である。
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第14表　　　　　　共
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